




 

 

名 称 戸吹地区地区計画 

位 置 ※ 八王子市戸吹町地内 

面 積 ※ 約３４．０ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は、一般住宅や農家等が立地する住宅地である一方、本市の主要な幹線道路となる滝山街道や新滝山街道に面する自

動車交通の利便性の高い地区である。 

八王子市都市計画マスタープランにおいて新滝山街道を広域機能連携軸と結節し周辺都市間を結ぶ「都市間機能連携軸」に、

また、この沿道を産業業務複合地又は、都市型複合住宅地として位置付け、交通環境の優位性を活かして、職住近接や地域の

利便性向上に資する産業、業務、流通等の機能集積や商業・業務施設と住宅が共存する利便性の高い、安全で快適な住環境づ

くりを進めるとしている。また、後背の地域については、戸建て住宅等低層住宅を主体に、周辺のみどり等と調和した良好な

住環境づくりを進めるとしている。 

そこで、本地区は、主要な幹線道路に面した立地特性を活かし、産業・商業・業務施設と良好な住環境が共存する利便性に

優れた快適でゆとりある市街地の形成を図ることを目標とする。 
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土地利用の方針 

地区を次のとおり区分し、それぞれの特性を活かした土地利用を図る。 

＜住宅地区＞ 

敷地の細分化等による無秩序な市街化を防止するとともに、周囲の樹林地等の自然環境や生産緑地等の農地等と調和した、

緑豊かで潤いのある良好な低層住宅地の形成を図る。あわせて、地区内に残る緑地等については、その保全に努める。 

＜産業・業務沿道地区＞ 

八王子市都市計画マスタープランにおいて都市間機能連携軸に位置付けられた新滝山街道の沿道という立地特性を活かし、本

市全体の産業振興や、職住近接、利便性向上に資する、製造業や流通・物流等、産業・業務施設の立地・誘導を図る。 

＜一般沿道地区＞ 

広域交通の要衝という立地を活かし、北部地域における歩いて暮らせる身近な生活圏の形成を図るため、日常生活に必要な

機能・サービス等を中心に業務施設や住宅の立地・誘導を図る。 

地区施設の整備の方針 

＜住宅地区＞ 

良好な住宅地の形成を図るため、道路の整備を促すとともに、公園、緑地等の維持･保全に努める。 

特に道路については、その整備の目標をおおむね幅員４.５ｍ以上とし、防災性及び安全性の向上をめざす。 

八王子都市計画地区計画の変更（八王子市決定） 

都市計画戸吹地区地区計画を次のとおり変更する。 
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建築物等の整備の方針 

＜住宅地区＞ 

都市基盤施設の整備の促進を図るため、道路の整備状況を勘案した建築物の容積率の最高限度及び建築物の建ぺい率の最高

限度を定めるとともに、ゆとりある住環境を維持するため、建築物の敷地面積の最低限度及び壁面の位置の制限を定める。ま

た、垣又はさくの構造の制限を定め、敷地内の緑化を促し､緑あふれるまちなみの創出に努める。特に道路沿道については、生

垣化を積極的に促進する。 

＜産業・業務沿道地区、一般沿道地区＞ 

商業・産業・業務施設等を立地・誘導するとともに、周辺環境との調和を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地

面積の最低限度、建築物等の高さの最高限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限及び垣又はさ

くの構造の制限を定める。 
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地区の 

区分 

名称 住宅地区 産業・業務沿道地区 一般沿道地区 

面積 約２４．６ha 約３．８ha 約５．６ha 

建築物等の用途

の制限 
－ 

次の各号に掲げる建築物は建築しては

ならない。 

1. 公衆浴場 

2. ボーリング場、スケート場、水泳場

その他これらに類する運動施設 

3. ホテル、旅館 

4. 自動車教習所 

5. 畜舎 

6. 展示場 

7. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売所、場外車券売場そ

の他これらに類するもの 

8. カラオケボックスその他これに類す

るもの 

次の各号に掲げる建築物は建築しては

ならない。 

1. 自動車教習所 

2. 畜舎 

3. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、遊

技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、

その他これらに類するもの 

4. 危険物の貯蔵又は処理に供するも

の（建築物に付属するものを除く。） 



 

地

区

整

備

計

画 

建 

築 

物 

等 

に 

関 

す 

る 

事 

項 

建築物等の用途の

制限 
 

9. 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧

場又はナイトクラブその他これに類

するもの 

10. キャバレー、料理店その他これら

に類するもの 

11. 危険物の貯蔵又は処理に供するも

の（石油類の販売に供するもの及

び建築物に付属するものを除く。） 

 

建築物の容積率

の最高限度  

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１

号。以下「法」という。）第４２条第２

項の規定により同条第１項の道路とみ

なされる道に接する敷地（同条第２項の

規定により道路の境界線とみなされる

線と道との間の当該敷地の部分を道路

として築造したものを除く。）における

建築物の容積率の最高限度は、１０分の

６とする。 

－ － 

建築物の建ぺい

率の最高限度 

 法第４２条第２項の規定により同条

第１項の道路とみなされる道に接する

敷地（同条第２項の規定により道路の境

界線とみなされる線と道との間の当該

敷地の部分を道路として築造したもの

を除く。）における建築物の建ぺい率の

最高限度は、１０分の３とする。 

－ － 

建築物の敷地面

積の最低限度 １２０㎡ 

３００㎡ 

ただし、一戸建ての住宅及び兼用住宅に

あっては、１７０㎡ 
１２０㎡ 
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建築物等の高さ

の最高限度 
― 建築物の高さの最高限度は２０ｍとする。 

壁面の位置の制

限 

1. 建築物の外壁又はこれに代わる柱の

面から、幅員４.５ｍ未満の道路の境

界線までの距離は、０.７５ｍ以上と

し、幅員４.５ｍ以上の道路の境界線

までの距離及び隣地境界線までの距

離は、０.５ｍ以上としなければなら

ない。ただし、この距離に満たない

位置にある建築物又は建築物の部分

が次のいずれかに該当する場合にお

いては、この限りでない。 

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心

線の長さの合計が３ｍ以下であ

るもの 

(2) 物置その他これに類する用途に

供し、軒の高さが２.３ｍ以下

で、かつ、床面積の合計が５㎡

以内であるもの 

1. 住宅（３戸以上の長屋を除く。）、令

第１３０条の３に定める兼用住宅

にあっては、建築物の外壁又はこれ

に代わる柱の面から敷地境界線ま

での距離は、０.５ｍ以上としなけ

ればならない。ただし、この距離に

満たない位置にある建築物又は建

築物の部分が、次のいずれかに該当

する場合においては、この限りでな

い。 

(1) 道路までの距離の制限につい

ては、建築物の外壁又はこれに

代わる柱の中心線の長さの合

計が３ｍ以下であるもの 

(2) 物置その他これに類する用途

に供し、軒の高さが２.３ｍ以

下で、かつ、床面積の合計が５

㎡以内であるもの 

 

1. 住宅（３戸以上の長屋を除く。）、令

第１３０条の３に定める兼用住宅

にあっては、建築物の外壁又はこれ

に代わる柱の面から、敷地境界線ま

での距離は、０.５ｍ以上としなけ

ればならない。ただし、この距離に

満たない位置にある建築物又は建

築物の部分が、次のいずれかに該当

する場合においては、この限りでな

い。 

(1) 道路までの距離の制限につい

ては、建築物の外壁又はこれに

代わる柱の中心線の長さの合

計が３ｍ以下であるもの 

(2) 物置その他これに類する用途

に供し、軒の高さが２.３ｍ以

下で、かつ、床面積の合計が５

㎡以内であるもの 
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壁面の位置の制
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2. 住宅地区と産業・業務沿道地区又は

一般沿道地区にまたがり、かつ、都

市計画道路八３・３・４１号線（こ

れに接し並行する道路を含む。）に接

する敷地において、建築物の外壁又

はこれに代わる柱の面から敷地境界

線までの距離は、１ｍ以上としなけ

ればならない。ただし、この距離に

満たない位置にある建築物又は建築

物の部分が、次のいずれかに該当す

る場合においては、この限りでない。 

(1) 住宅（３戸以上の長屋を除く。）、

建築基準法施行令（昭和２５年

政令第３１９号。以下「令」と

いう。）第１３０条の３に定める

兼用住宅の用に供するもの 

(2) 物置その他これに類する用途

（自動車車庫を除く。）に供し、

軒の高さが２.３ｍ以下で、か

つ、床面積の合計が５㎡以内で

あるもの 

(3) 自動車車庫で軒の高さが２.３ｍ

以下であるもの 

 

2. 前項に定める建築物以外の建築物

の外壁又はこれに代わる柱の面か

ら敷地境界線までの距離は、１ｍ以

上としなければならない。 

2. 前項に定める建築物以外の建築物

の外壁又はこれに代わる柱の面か

ら敷地境界線までの距離は、１ｍ以

上としなければならない。ただし、

この距離に満たない位置にある建

築物又は建築物の部分が、次のいず

れかに該当する場合においては、こ

の限りでない。 

(1) 道路までの距離の制限につい

ては、建築物の外壁又はこれに

代わる柱の中心線の長さの合

計が３ｍ以下であるもの 

(2) 物置その他これに類する用途

（自動車車庫を除く。）に供し、

軒の高さが２.３ｍ以下で、か

つ、床面積の合計が５㎡以内で

あるもの 

(3) 自動車車庫で軒の高さが２.３

ｍ以下であるもの 



 

※は知事協議事項 

「区域、地区の区分については、計画図表示のとおり」 

（理由）主要な幹線道路に面した立地特性を活かし、産業・商業・業務施設と良好な住環境が共存する利便性に優れた快適でゆとりある市街地の形成を図るため地

区計画を変更する。 
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壁面の位置の制

限 

(4) 道路までの距離の制限について

は、建築物の外壁又はこれに代わ

る柱の中心線の長さの合計が３

ｍ以下であるもの 

 

 

 

 

 

垣又はさくの構

造の制限 

道路に面して設ける垣又はさくの構

造は、生垣又は緑化したフェンスとす

る。ただし、高さ０．６ｍ以下のコンク

リートブロック又は石積等並びに門柱

は、この限りでない。 

道路に面して設ける垣又はさくの構造は、生垣又はフェンスとする。ただし、高

さ０．６ｍ以下のコンクリートブロック又は石積等並びに門柱は、この限りでない。 

建築物等の形態

又は色彩その他

の意匠の制限 

1. 建築物等の外観の形態及び色彩は、周囲の環境に調和したものとする。 

2. 屋上及び屋外設置物は周囲からの景観に配慮したものとする。 

3. 屋外広告物は、過大とならずに周囲の環境と調和するよう色彩、大きさ及び設置場所に留意し、良好な景観形成、風致を損

なわないものとする。 


